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　これまで，公債費負担適正化計画（※４）に基づき，
市民のみなさんのご理解，ご協力を得るなかで，市債借
入の抑制等により比率の改善に取り組んできました。
　その結果，平成 19 年度決算 ( 平成 20 年度公表数値 ) で
実質公債費比率を前年度から 0.7 ポイント減の 23.8 を見
込んでいました。

　しかしながら，このたび算定方法の変更
があり，都市計画税（※５）の一部を公債

費から特定財源として控除することになったため，最終
的にはさらに 4.0 ポイント減の 19.8 と数値が大幅に改
善しました。
　実質公債費比率の算定方法の変更に伴い，今後の実質
公債費比率の推移も大幅に変動することになり，以下の
とおり公債費負担適正化計画を見直しました。

実質公債費比率 が大幅に改善しました

◎実質公債費比率 (3 か年平均 ) の推移

◎計画期間の短縮

◆問い合せ先　財政課（☎ 82-1131）

計画
年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26

見直し前 23.7 23.3 23.8 22.8 22.0 20.6 19.7 18.6 17.9

見直し後 23.7 24.5 19.8 18.5 17.5

市財政の現状をお知らせします

【※ 4】公債費負担適正化計画
実質公債費比率の推移を示した計
画のことをいいます。実質公債費
比率が 18％以上になった自治体
は , 公債費負担適正化計画を策定
しなければ , 市債発行に対する県
の許可が得られません。したがっ
て , 市債の発行の抑制等を行い ,
実質公債費比率が 18％未満にな
るまでが計画期間となります。実
質公債費比率の算定方法の見直し
によって，公債費負担適正化計画
の計画期間が大幅に短縮されまし
たが，当初計画していなかった土
地開発公社経営健全化対策債を活
用し，土地開発公社の健全化に
取り組む必要があるなど，依然と
して厳しい財政状況が続いていま
す。今後とも実質公債費比率の推
移を注視しつつ，必要不可欠な事
業を厳選し，実施していきます。

【※ 5】都市計画税
都市計画税とは , 街路 , 緑地 , 公園 ,
下水道などの都市計画施設の整備
や土地区画整理事業に要する費用
に充てるために , 目的税として課
税されるものをいいます。 
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（見直し後の平成 18 〜 20 年度数値は実績値，平成 21・22 年度が今回の
見直しを反映した計画となります。）


